
 

 栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱を次のように定める。  
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栄町告示第７１号  

   栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、栄町地域おこし協力隊設置要綱（令和５年栄町告

示第７０号。以下「設置要綱」という。）第１０条の規定による支援

を行うため、設置要綱に基づく地域協力活動を行う隊員に対し、予算

の範囲内において地域おこし協力隊活動支援補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱に定めるもののほか、この要綱において使用する用語

は、設置要綱において使用する用語の例による。  

 （対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、設置要綱に基づく地域協力活

動を行う隊員とする。ただし、自己及びその属する世帯の世帯員のい

ずれかに町税の滞納がある場合は、補助金の交付の対象となる者とし

ない。  

 （補助事業、補助対象経費及び補助金の額）  

第４条  補助金の交付の対象となる事業は、地域協力活動を行うための

事業（以下「補助事業」という。）とし、補助金の交付の対象となる

経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表のと

おりとする。  

 （交付の申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする隊員は、町長が別に定める日ま

でに、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付申請書（別記第１号

様式）に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければな

らない。この場合において、第２号から第４号までに掲げる書類の添

付については、補助対象経費が生じる場合に限るものとする。  

（１）地域おこし協力隊活動（新規・変更）計画書（別記第２号様式）  

（２）住居の賃借契約書の写し  

（３）地域協力活動用の車両の自動車検査証及び運転免許証の写し  

（４）通信に係る契約書の写し  

（５）その他町長が必要と認める書類  

 （交付の決定）  



 

第６条  町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその

内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、栄町地域おこし協力隊

活動支援補助金交付（不交付）決定通知書（別記第３号様式）により、

当該申請をした隊員に通知するものとする。  

２  町長は、前項の交付を可とする旨の決定（以下「交付決定」とい

う。）に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付

すことができる。  

 （変更申請等）  

第７条  交付決定を受けた隊員（以下「交付決定者」という。）は、当

該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、栄町地域おこし協力

隊活動支援補助金変更（中止）承認申請書（別記第４号様式）に当該

変更に係る第５条各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなけれ

ばならない。  

２  町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容

を審査して承認の可否を決定し、栄町地域おこし協力隊活動支援補助

金変更（中止）承認（不承認）決定通知書（別記第５号様式）により、

当該申請をした交付決定者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第８条  交付決定者は、補助事業が完了した日から３０日以内又は交付

決定を受けた日の属する年度の３月末日までのいずれか早い日までに、

栄町地域おこし協力隊活動支援補助金実績報告書（別記第６号様式）

に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。  

（１）事業実績を示す書類  

（２）収支決算書  

（３）領収書その他の支払いを証明する書類の写し  

（４）その他町長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定）  

第９条  町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係

る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その成果が補

助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定

し、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付確定通知書（別記第７

号様式）により、当該報告をした交付決定者に通知するものとする。  



 

 （交付の請求）  

第１０条  前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付

を請求しようとするときは、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交

付請求書（別記第８号様式）を町長に提出しなければならない。  

 （概算払の請求）  

第１１条  交付決定者は、交付決定を受けた額の範囲内において、概算

払により、補助金の請求をすることができるものとする。ただし、別

表の（５）に係る補助金は除く。  

２  前項の規定による請求をしようとする交付決定者は、栄町地域おこ

し協力隊活動支援補助金概算払請求書（別記第９号様式）に、補助対

象経費の支払が完了したことを証明する書類の写しその他関係書類を

添付して、次の各号に掲げる補助事業を行った期間の区分に応じ、当

該各号に定める日までに町長に提出しなければならない。  

（１）４月から６月まで  当該期間の属する年度の６月３０日  

（２）７月から９月まで  当該期間の属する年度の９月３０日  

（３）１０月から１２月まで  当該期間の属する年度の１２月３１日  

（４）１月から３月まで  当該期間の属する年度の３月３１日  

 （交付決定の取消し）  

第１２条  町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けた

とき。  

（２）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

（３）設置要綱又はこの要綱の規定に違反したとき。  

（４）その他町長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。  

２  町長は、前項の規定による取消しをしたときは、栄町地域おこし協

力隊活動支援補助金交付決定取消通知書（別記第１０号様式）により、

当該取消しに係る交付決定者に通知するものとする。  

 （補助金の返還）  

第１３条  町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場

合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されてい

るときは、期限を定めて、これを返還させることができる。  

 （状況の報告）  



 

第１４条  交付決定者は、町長の要求があったときは、補助金の使用状

況について、書面又は口頭で報告しなければならない。  

 （関係書類の保存）  

第１５条  交付決定者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業

が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間これを保存し

なければならない。  

 （その他）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事

項は、町長が別に定める。  

   附  則  

 この告示は、公示の日から施行する。  

 

 



 

別表（第３条）  

補助対象経費  補助金の額  

（１）隊員に係る住宅及び駐

車 場 の 賃 借 料 （ 敷 金 、 礼

金 及 び 光 熱 水 費 を 除

く。）  

左欄に掲げる賃借料の総額に相当す

る額。ただし、月額５０，０００円

を限度とする。  

（２）地域協力活動に係る車

両 の 借 上 料 及 び 燃 料 費 、

栄 町 の 区 域 内 の 公 共 交 通

機関等の運賃  

左欄に掲げる借上料及び燃料費又は

運賃に相当する額。ただし、月額  

４０，０００円（借上料を除く場合

は 、 １ ５ ， ０ ０ ０ 円 ） を 限 度 と す

る。  

（３）地域協力活動及び地域

の 情 報 の 発 信 に 要 す る 通

信に係る経費  

左欄に掲げる通信に係る経費に相当

する額。ただし、月額５，０００円

を限度とする。  

（４）その他次に掲げる経費  

  ア  地域協力活動 に係る

旅 費 、 宿 泊 費 そ の 他 移

動、滞在に要する経費  

  イ  地域協力活動 に係る

備 品 、 消 耗 品 等 の 購 入

又 は 借 上 （ 車 両 の 借 上

は 除 く 。 ） に 要 す る 経

費  

  ウ  地域協力活動 の関係

機 関 等 と 行 う 協 議 等 に

係る事務に要する経費  

  エ  地域協力活動 に必要

な 知 識 等 の 取 得 、 能 力

の 向 上 等 を 目 的 と す る

研 修 等 の 受 講 に 要 す る

経費  

左欄に掲げる経費の合計額に相当す

る額。ただし、一の年度において、  

２，０００，０００円から（１）か

ら（３）までの補助金の額の合計を

差 し 引 い た 額 を 限 度 と す る と と も

に、当該経費の支出が年度の中途に

おいて開始される場合は、当該限度

の額を１２で除した額に当該支出の

あった日の属する月以後の月数を乗

じて得た額を限度とする。  



 

  オ  その他 地域協力活動

の た め に 町 長 が 必 要 と

認める経費  

（５）起業・事業承継に要す

る経費  

委嘱を受けた日から１年を経過した

日から委嘱の期間が終了した日から

１年を経過する日までの間に栄町の

区域内で引き続き起業又は事業承継

を行う場合、左欄に記載する経費の

合計額。ただし、１，０００，００

０円を限度とし、申請できる回数は

１回限りとする。  

  


